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保険請求の 日本薬剤師会

今月も， 2014年4月1日から施行されている新点数表について説閉します。ただし，算定要件の詳細などにつきましては，

留意事頂通知などを纏認されるようお願いします。

Q 来局向者がお薬手帳を志向め 処 方

内容や注意すべき事項を記載したシールを交

付したのですが，薬剤服用歴管理指導料はどちらの点数

(41点または34点)を算定すればよいのでしょうか。

A 34点を算定します。

薬剤服用歴管理指導料(処方せん受付I回につ

き41点)は，お薬手帳による情報提供の実施を含めた評

価を基本とするものですが， 2014年4月から，お薬手帳

による a情報提供を行わなかった場合の特例として， 7点

低い点数 (34点)が設けられています (表1)。

この特例の点数は，その患者がお薬手l院による情報提

供を希望しているか否かではなく，保険薬剤師が，お薬

手帳に処方内容や注意すべき事項などの必要事項を「記

載したか否かJで判断するものです。

ご質問のケースでは，患者がお薬手|院を持参するのを

忘れてしまったため，必要事項を記載したシールを交付

したとのことですが，残念ながら，本来はお薬手帳に記

載すべき内容をシールに印字もしくは記載して交付した

だけでは.r保険薬剤師が，お薬手帳に必要事項を記載

した」と解釈することは認められていません。

表1 薬剤服用歴管理指導料の特例について

区分10 楽剤服用歴管理指導料(処方せんの受付1固につき)
41点

注1 感者に対して，次に掲げる指導等のすべてを行った場
合に算定する。ただし，ハを除くすべての指導等を行っ
た場合は，所定点数にかかわらず，処方せんの受付l回
官吉宮34点を算定する。
イ~ローて略〉
ハ 調剤日，投薬に係る薬剤の名称，用法， Jll1il:その他
服用に際して注意すべき事項を手峡に記載すること。
(以下，的)

(2014年3月5日.厚生労働省告示筋57号)

したがって，そのような場合には，薬剤服用歴管理指

導料は34点を算定してください。

Q 闘が6歳来帆幼間合にお薬手帳

を忘れたために薬剤服用歴管理指導料として

34点(すなわち，お薬手帳による情報提供を実施しなかっ

た場合)を算定したのですが，同点数の乳幼児服薬指導

加算は算定できるのでしょうか。

A 算定できません。

薬剤服用歴管理指導料の加算のlつである乳

幼児服薬指導加算は. 6歳未満の乳幼児の患者を対象と

して. r体重，適切な剤形その他必要な事項等の確認を

行ったうえで，患者の家族等に対して適切な服薬方法，誤

飲防止等の必要な服薬指導を行った場合Jに算定します。

そして，その際の「確認内容および指導の要点Jについ

ては，患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録(薬歴)の

ほか，患者のお薬手帳にも記載することになっています

(表2)。

表2 乳幼児服薬指導加算について

区分10 薬剤})IlJll歴管理指導料
(24)乳幼児服薬指導加算
ア 乳幼児JJIl薬指導加算は，乳幼児に係る処方せんの受付
の際に，体重，適切な剤形その他必要な事項等の確認を
行った上で，患者の家族等に対して適切なH眠薬方法，誤
飲防止等の必要な})眠薬指導を行った場合に~:定する。

イ 乳幼児服薬指導加算を算定した処方せん中の薬剤の服
用期間中に. ，¥J;l，者の家族等から電話等により当該処方薬
剤に係る問い合わせがあった場合には，適切な対応及び
指導毒事を行うこと。

ウ アにおける確認内容及ぴ指導の要点について，薬剤服
用}.!の記録及び手帳に記載する。

Cf診縦割l酬のの定方法の一部改正に伴う実施上のWlll~JtJJiについてj (2014年3月
58，保医者~0305 第3号)別添3)
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したがって，薬剤服用歴管理指導料として34点を算定

した患者については，お薬手帳に確認、内容・指導の要点

を記載することができませんので，乳幼児服薬指導加算

を併せて算定することは認められません。

Q 在宅薬剤管理問実施した掛介護保険

の適用だったため，居宅療養管理指導費

(503単位または352単位)を算定したのですが，介護保

険に係る利用者負担額(一部負担)はいくら徴収するとと

になるのでしょうか。医療保険と同じように端数は10円

単位で、処理するので、しょうか，それとも1円単位なので

しょうか。

A 介護保険の場合は 1円単位となり杭

保険薬局における在宅薬剤管理指導の費用に

ついては，調剤報酬(医療保険)の場合， 1在宅患者訪問

薬剤管理指導料」として650点(同一建物以外)または

300点(同一建物)を算定します。診療報酬は1点=10円

として計算し，端数は 110円未満の部分は四捨五入」に

より処理しますので (表3)，1在宅患者訪問薬剤管理指

導料」に係る患者の一部負担金については， 1割負担の患

者であれば650円または300円となります (表4)。

一方，介護報酬(介護保険)の場合は， 1居宅療養管理

指導費」または「介護予防居宅療養管理指導費」として，

2014年4月から503単位(同一建物以外)または352単位

(同一建物)となっています。介護報酬は1単位=10円と

して計算しますが，端数処理は医療保険の場合とは異な

り， 11円未満の部分は切り捨て」として取り扱うことに

なっていますので (表5)，1居宅療養管理指導費J1介護

予防居宅療養管理指導費」に係る利用者負担額は503円

または352円となります(表4)。

表3 診療報酬の一部負担金の端数処理について

第75条 前条第l項の規定により一部負担金を支払う場合に
おいては.同項の一部負担金の額に5円未満の端数があると
きは，これを切り捻て， 5円以上lO円未満の端数があると
きは，これを 10円に切り上げるものとする。

(健康保険法， 1922年4月22日， 法律第70号)

表4 在宅薬剤管理指導に係る一部負担金/利用者負担額(保険薬局の場合)

同一建物以外の
健康保険|在宅患者訪問薬 場合 | 650点 650円

剤管理指導料
同一建物の場合 300点 300円

居宅療養管到!指 同一建物以外の
503単位

介護保険|導費/介灘保険 場合
503円

居宅療養管麹!指
導費 同一建物の場合 I352単位 352阿

表5 介護報酬の利用者負担額の端数処理について

指定居宅サービスに要する費用の1Ifiの算定に閲する基準
l 指定居宅サーピスに要する費用の額は，別表指定居宅サーピス介護給付q~単位数
表により算定するものとする。
2 指定居宅サーピスに饗する費用(中略)の額は，別に厚生労働大臣が定めるl単位
の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
3 前二号の規定により指定居宅サ}ピスに要する費用の微を算定した場合において，
その額にl円未満の端数があるときは，その端数金額は切り鎗てて昔11):するものとする。

crt肯定Ii!}宅サ}ピスに製する~VTlのfd'iの算定にl則する基準J (2000年2月10日，厚生省告示t1H9号))
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2014年3月までは， 500単位(同一 建物以外)または

350単位(同一建物)であったため，介護保険の利用者負

担額 (1割)の計算の際に10円未満が発生せず，特に気に

しなくても影響はありませんでしたが，同4月からはI円

単位の取り扱いが生じますので注意してください。

Q 一般名処問た関向て後発問

を調剤しなかった場合は，その理由をレセプ

卜に記載するととになりましたが，例えば1枚の処方せ

んの中に，それに該当するケースが複数あった時は，ど

のように対応すればよいのでしょうか。

A I枚の調剤報酬明細書(レセプト)ごとに， 1最
も当てはまる理由」を Iつだけ記載します。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及促進策の一環

として，処方せん料(医科点数表)に一般名処方加算が設

けられたことを受けて， 2012年4月以降， 一般名処方が

増えています。

一方，保険薬剤師は，処方せんを発行した保険医が後

発医薬品への変更を認めている場合には，患者に対し，

後発医薬品に閲する説明を適切に行うとともに， 1後発医

薬品を調剤するよう努めなければならない」とされていま

す(1保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」第8条第

3項)。この「保険医が後発医薬品への変更を認めている

場合Jには， ー般名処方で記載された医薬品も含まれて

います。

今後さらに後発医薬品を普及・促進していくうえで，

一般名処方が後発医薬品で調剤されなかった場合の理由

を含めて把握できるようにしておく必要があるとの指摘

を踏まえ，その理由をレセプトの摘要欄に記載してもら

うことになりました (表6)。

ただし，処方せんごと， もしくは， 1枚の処方せんの

中にそれに該当するケースが複数あったとしても，その

レセプトの中で「最も当てはまる理由」を， 4つの定型文

の中から「ひとつ」だけ選んで記載するよう求められてい

ますので，処方せんごと， もしくは医薬品ごとに理由を

記載する必要はありません。

表6 後発医薬品を調剤しなかった場合の理由について

W 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細l蓄に関する事項
第2 調剤報酬明細書の記載要領(様式第5)
2 調剤報酬明網11書に関する事項
(28) r摘要J欄について
セ 一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を
調剤しなかった場合は，その理由について.r患者の意
向J.r保険楽局の備蓄J.r後発医薬品なし」支古T宅百
他Jから最も当てはまる理由をひとつ記載すること。

(1診療報酬請求書等の記載要領等についてJ(1976年8月7日，保険発第82号)別
紙lより抜粋〕

質 問の募集
閤剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者に聞かれて困ったこと，医師に疑務

照会して対応したがいまひとつ納得できないことなどはありませんか? 皆さんの疑

問に名分野の専門家がお答えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集J要項

1.質問の範囲

①実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

たとえは 処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実例や疑

義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる実例で，専門家

の意見が知りたい，という場合など。

②保険調剤・調弗l報酬などに関する質問

たとえば，どのようなケースが制剤拒否に該当するのか? 請求

もれがあった場合の対応は ? という質問など。

③調剤技術などに関する質問

たとえば.A散とB末を配合しでもよいか? また. c錠を粉砕

してよいか? という調剤技術上の質問など。

2.質問は文書で日本薬剤師会『調剤と情報j係まで， ご連絡くだ

さい。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが，さらに詳しい内容をお開

きしないと回答できないこともありますので，住所，氏名，電

話番号を必ず明記ください。

4.質問の採否ならびに回答者の選択は，編集委員会で決めさせて

いただきます。

5.質問ならびに回答は無料です。

6.質問が採用された方には，じほうから図書カードが贈呈され

ます。

ただし.本コーナーへの質問はあくまでも 『調剤と情報』誌への掲載を前提としておりますので，個人的・特殊な質問にはお答えできませんo ご了承
くださし」また，回答は本誌面によってのみ行います。電話やフ7クシミリによる回答はご容赦ください。

E主E週 〒160・8389東京都新宿区四谷3・3・1富士・国保連ビル日本薬剤師会「調剤と情報」事務局
TEL.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 
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